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タイトル 

法令等に定めのない申請書等の押印を廃止 

内 容 

市の手続きにおける申請書等の押印のうち、法令等に定めがなく、廃止可能な

ものについて、10 月 1 日（金）から廃止することにしました。 

 

1 廃止日  10月 1日（金） 

2 対 象   

  市民や法人等の団体が市に提出する申請書等の押印のうち、法令等に押印の 

定めがなく、廃止するもの 236 件 

○ 押印見直し対象文書の全体像 

   
  ※10月 1日廃止分以外の数値については、精査中のため変動する可能性があります。 

3 その他 

(1) 押印を廃止した文書に押印した場合でも同様に取扱います。 

(2) 申請書等の在庫がある場合は、当面の間継続して使用するため、押印欄や 

○印マークが残っている場合がありますが、押印せず使用することができます。 

(3) 市の条例や規則等に押印の定めがあるものについては、引き続き廃止する 

方向で見直しを進めています。 

セールスポイント 

引き続き見直しを進め、手続きにおける皆様の負担軽減や利便性の向上を図

るとともに、行政サービスの効率的・効果的な提供に努めます。 

 

件数 割合

1,640 83.1%

うち、10月1日に押印廃止するもの
(法令等に根拠のない押印)

236 12.0%

うち、条例・規則等の改正を要するもの 1,404 71.1%

334 16.9%

1,974見直し対象文書　合計

押印を継続するもの

押印を廃止するもの

廃止・継続の別


